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高
市
首
相
・
政
権
と
憲
法

清
水
雅
彦

は
じ
め
に

高
市
首
相
は
、
年
明
け
早
々
に
本
人
の
独
断
専

行
で
衆
議
院
の
解
散
・
総
選
挙
を
決
め
、
１
月
23

日
の
通
常
国
会
召
集
日
に
衆
議
院
を
解
散
し
た
。

そ
し
て
、
２
月
８
日
投
開
票
の
衆
議
院
選
挙
で

は
、
自
民
党
が
単
独
で
３
分
の
２
以
上
を
獲
得
し

た
だ
け
で
な
く
、
自
民
党
と
維
新
の
会
の
与
党
が

４
分
の
３
以
上
を
獲
得
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
今

後
の
憲
法
審
査
会
で
の
改
憲
論
議
も
進
む
と
思
わ

れ
る
。
当
分
衆
議
院
の
解
散
・
総
選
挙
が
な
い
中
、

今
後
ど
う
な
る
の
か
、ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
、

検
討
し
た
い
。

解
散
は
首
相
の
専
権
事
項
で
は
な
い

ま
ず
今
回
の
衆
議
院
の
解
散
・
総
選
挙
で
あ
る

が
、
多
く
の
政
治
家
・
マ
ス
コ
ミ
が
「
衆
議
院
の

解
散
権
は
首
相
の
専
権
事
項
」
と
言
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
憲
法
の
ど
こ
を
見
て
も
そ
の
よ
う
な
規

定
は
な
い
。
憲
法
上
、
衆
議
院
が
解
散
と
な
る
の

は
、
①
衆
議
院
で
内
閣
不
信
任
決
議
案
が
可
決
又

は
信
任
決
議
案
が
否
決
さ
れ
、
内
閣
が
総
辞
職
し

な
い
場
合
（
憲
法
69
条
解
散
）、
②
天
皇
の
国
事
行

為
の
一
つ
と
し
て
衆
議
院
の
解
散
が
あ
り
、
国
事

行
為
に
は
内
閣
の
助
言
と
承
認
が
必
要
な
の
で
、

内
閣
の
判
断
で
行
う
場
合
（
憲
法
７
条
解
散
）
で
あ

る
（
た
だ
し
、
②
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
議
論

も
あ
る
）。
こ
の
よ
う
に
、
憲
法
上
、
内
閣
が
解
散

の
判
断
を
行
う
主
体
で
あ
り
、
首
相
で
は
な
い
。

国
会
は
国
権
の
最
高
機
関
（
憲
法
41
条
）
で
、
国

民
の
代
表
機
関
（
憲
法
43
条
）
で
あ
り
、
衆
議
院
の

解
散
は
４
年
の
任
期
満
了
前
に
議
員
と
し
て
の
地

位
を
失
わ
せ
る
行
為
で
あ
る
か
ら
（
今
回
は
わ
ず
か

１
年
３
か
月
）、
首
相
個
人
の
判
断
で
自
由
に
決
定

し
て
い
い
わ
け
が
な
い
。憲
法
学
界
の
多
数
派
は
、

７
条
解
散
の
場
合
で
も
、
内
閣
の
重
要
案
件
の
否

決
や
新
し
い
重
大
問
題
の
発
生
、
内
閣
の
大
き
な

変
更
の
場
合
だ
け
に
限
定
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い

る
。

今
回
の
解
散
は
暴
挙

確
か
に
、
２
０
２
４
年
の
総
選
挙
は
石
破
自
公

政
権
の
時
に
行
わ
れ
、
昨
年
10
月
に
高
市
政
権

（「
連
立
政
権
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
維
新
の
会
は

閣
外
協
力
な
の
で
政
治
学
的
に
は
「
連
合
政
権
」
で
あ
る
）

が
誕
生
し
た
の
で
、
内
閣
の
大
き
な
変
更
を
理
由

に
す
る
な
ら
、
昨
年
の
臨
時
国
会
召
集
後
に
解
散

し
な
い
と
お
か
し
い
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
で
も
早

期
解
散
の
問
題
は
残
る
が
）。

し
か
し
、
１
月
下
旬
の
解
散
と
な
っ
た
の
で
、

こ
れ
で
今
年
度
内
の
２
０
２
６
年
度
予
算
案
の
成

立
は
通
常
な
ら
無
理
で
あ
る
。
強
引
に
年
度
内
に

成
立
さ
せ
る
に
は
、
審
議
時
間
を
短
縮
す
る
し
か

な
い
（
実
際
に
、
衆
議
院
で
は
そ
う
し
た
）。
高
市
首

相
自
身
、
昨
年
10
月
の
総
裁
選
出
後
、
物
価
高
対

策
な
ど
で
「
働
い
て
、働
い
て
、働
い
て
、働
い
て
、

働
い
て
ま
い
り
ま
す
」
と
言
い
、
12
月
の
臨
時
国

会
閉
会
日
に
は
「（
衆
議
院
の
）
解
散
に
つ
い
て
は

考
え
て
い
る
暇
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
も
言
っ
て

い
た
の
に
。

結
局
、「
そ
ん
な
こ
と
よ
り
」
内
閣
支
持
率
が

高
い
内
に
解
散
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
国
会

が
始
ま
れ
ば
、
さ
ら
な
る
対
中
関
係
の
悪
化
、
円

安
の
進
行
と
長
期
金
利
の
上
昇
、
自
民
党
議
員
の

裏
金
・
統
一
協
会
問
題
の
追
及
で
内
閣
支
持
率
が

下
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
「
自
己
都
合
解
散
」
は
、
国
会

軽
視
も
は
な
は
だ
し
く
、
民
主
主
義
の
後
退
を
招

く
。

「
大
統
領
的
首
相
」
に

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
「
自
己
都
合
解
散
」
は
、

安
倍
首
相
に
も
見
ら
れ
た
（
２
０
１
４
年
の
「
ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
解
散
」、
２
０
１
７
年
の
「
国
難
突
破
解
散
」）。
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ま
た
、
安
倍
政
権
は
、
第
１
次
政
権
時
に
は
「
お

友
だ
ち
内
閣
」
と
言
わ
れ
（
２
０
０
６
～
２
０
０
７

年
）、
第
２
次
政
権
以
降
に
は
従
来
の
慣
行
を
無

視
す
る
人
事
を
行
う
（
２
０
１
３
年
に
内
閣
法
制
次

長
か
ら
内
閣
法
制
局
長
官
に
就
任
す
る
慣
行
を
無
視
し
て

法
制
局
経
験
の
な
い
小
松
一
郎
フ
ラ
ン
ス
大
使
を
長
官
に

任
命
し
、
２
０
１
４
年
に
就
任
時
会
見
で
「
政
府
が
『
右
』

と
言
っ
て
い
る
の
に
我
々
が
『
左
』
と
言
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
」
と
発
言
す
る
籾
井
勝
人
氏
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会
長
に
任

命
し
、
２
０
１
７
年
に
従
来
の
日
弁
連
推
薦
枠
外
か
ら
山

口
厚
弁
護
士
を
最
高
裁
裁
判
官
に
指
名
し
た
こ
と
な
ど
）。

こ
れ
ら
は
「
人
の
支
配
」
政
治
と
も
言
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
首
相
の
振
る
舞
い
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、

１
９
８
０
年
代
の
中
曽
根
首
相
か
ら
問
題
が
あ
っ

た
。
中
曽
根
政
権
は
１
９
８
３
年
の
国
家
行
政
組

織
法
改
正
で
内
部
部
局
の
設
置
を
法
律
事
項
か
ら

政
令
事
項
へ
変
更
す
る
と
い
う
政
令
政
治
を
行
い

（
こ
の
手
法
は
、２
０
１
２
年
の
自
民
党
改
憲
案
で
あ
る「
日

本
国
憲
法
改
正
草
案
」
の
緊
急
事
態
に
際
し
て
の
内
閣
へ

の
政
令
委
任
に
も
引
き
継
が
れ
る
）、
国
会
で
議
論
す

べ
き
行
政
改
革
・
教
育
問
題
・
靖
国
神
社
問
題
な

ど
重
要
問
題
を
、
国
会
で
は
な
く
審
議
会
で
行
う

審
議
会
政
治
を
行
っ
た
（
こ
の
手
法
は
、
高
市
政
権

の
社
会
保
障
国
民
会
議
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
）。

当
時
、
中
曽
根
首
相
は
「
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
の

よ
う
な
『
大
統
領
的
首
相
』
に
な
り
た
い
」
と
発

言
し
た
。
自
民
党
は
天
皇
を
国
家
元
首
と
し
て
扱

い
た
い
の
で
、
日
本
を
大
統
領
制
に
す
る
気
は
な

く
、
し
か
し
、
首
相
の
権
限
を
強
化
し
た
い
の
で

こ
の
よ
う
な
表
現
を
し
た
の
で
あ
る
。
高
市
首
相

も
当
て
は
ま
る
。

憲
法
審
査
会
の
動
向

２
０
２
１
年
の
衆
議
院
選
挙
で
改
憲
勢
力
が
３

分
の
２
以
上
を
占
め
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
予
算

案
審
議
中
は
憲
法
審
査
会
を
開
催
し
て
こ
な
か
っ

た
の
に
、
２
０
２
２
年
度
は
予
算
案
審
議
中
か

ら
開
催
し
た
。
た
だ
、
そ
の
後
の
立
憲
民
主
党

の
奮
闘
に
も
よ
り
、
２
０
２
３
年
度
以
降
は
予

算
案
審
議
中
は
開
催
さ
せ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

２
０
２
４
年
の
衆
議
院
選
挙
で
改
憲
勢
力
が
３
分

の
２
を
下
回
り
、
衆
議
院
の
憲
法
審
査
会
会
長
が

立
憲
民
主
党
の
枝
野
幸
男
氏
に
な
っ
た
こ
と
で
、

明
文
改
憲
の
動
き
も
遠
の
く
。
し
か
し
、
今
回
の

選
挙
結
果
か
ら
、
衆
議
院
の
憲
法
審
査
会
会
長
も

自
民
党
が
中
道
改
革
連
合
（
立
憲
民
主
党
）
か
ら
取

り
戻
し
た
こ
と
で
、
以
前
に
も
増
し
て
改
憲
論
議

が
進
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
参
議
院
の
憲
法
審
査
会
は
、
参
議
院
の

緊
急
集
会
の
規
定
（
衆
議
院
解
散
後
の
緊
急
時
に
参
議

院
だ
け
で
国
会
の
機
能
を
果
た
す
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

衆
議
院
で
熱
心
に
議
論
さ
れ
た
緊
急
事
態
に
お
け

る
議
員
任
期
延
長
改
憲
論
議
が
進
ん
で
い
な
か
っ

た
（
公
明
党
も
議
員
任
期
延
長
の
改
憲
論
に
は
消
極
的
で

あ
っ
た
）。
し
か
し
、
２
０
２
５
年
の
参
議
院
選
挙

で
改
憲
勢
力
が
３
分
の
２
を
超
え
た
の
で
（
た
だ

し
、
会
長
は
立
憲
民
主
党
で
あ
る
が
）、
従
来
よ
り
は

改
憲
に
向
け
た
議
論
が
進
む
可
能
性
が
あ
る
。

憲
法
審
査
会
の
開
催
は
お
そ
ら
く
２
０
２
６
年

度
予
算
案
が
成
立
し
た
後
と
思
わ
れ
る
が
、
与
党

は
憲
法
審
査
会
に
改
憲
の
た
め
の
条
文
起
草
委
員

会
の
設
置
を
求
め
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

着
々
と
進
む
実
質
改
憲

昨
年
10
月
の
自
民
党
と
維
新
の
会
に
よ
る
「
連

立
政
権
合
意
書
」
で
は
、
２
０
２
２
年
に
岸
田
政

権
が
策
定
し
た
「
安
保
３
文
書
」
を
前
倒
し
で
改

定
す
る
と
し
て
い
る
。

憲
法
９
条
２
項
は
「
戦
力
」
を
否
定
し
て
い
る

の
で
、
政
府
は
自
衛
隊
を
違
憲
に
し
な
い
た
め
に

自
衛
隊
は
「
実
力
」、
す
な
わ
ち
軍
隊
で
は
な
い

と
い
う
解
釈
を
し
て
き
た
。
ま
た
、
野
党
が
与
党

を
追
及
す
る
国
会
論
戦
に
よ
っ
て
、
自
衛
隊
の
海

外
派
兵
の
禁
止
、
専
守
防
衛
、
武
器
輸
出
（
禁
止
）

３
原
則
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
否
認
、
防
衛
費

の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
１
％
枠
と
い
う
制
約
を
課
し
、
こ
れ

ら
が
あ
っ
た
か
ら
自
衛
隊
は
他
国
の
軍
隊
と
は
異

な
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
が
で

き
た
。

し
か
し
、
色
々
な
形
で
自
衛
隊
の
海
外
派
兵
が

進
み
、
武
器
輸
出
（
禁
止
）
３
原
則
は
防
衛
装
備

移
転
３
原
則
に
変
え
ら
れ
、
限
定
的
な
集
団
的
自

衛
権
行
使
が
可
能
に
な
り
、
２
０
２
５
年
度
に
関
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連
経
費
含
め
防
衛
費
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
２
％
に
な
る
。

さ
ら
に
、
防
衛
装
備
移
転
３
原
則
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
制
約
で
あ
っ
た
５
類
型
（
救
難
・
輸
送
・
警
戒
・

監
視
・
掃
海
）
の
撤
廃
を
こ
の
特
別
国
会
中
に
狙
っ

て
い
る
。
自
民
党
も
今
回
の
選
挙
公
約
で
消
費
減

税
を
う
た
っ
た
が
、
こ
れ
が
実
現
す
る
か
ど
う
か

は
別
と
し
て
、
防
衛
費
増
額
の
た
め
の
法
人
税
・

た
ば
こ
税
の
増
税
は
今
年
４
月
か
ら
、
所
得
税
の

増
税
は
２
０
２
７
年
１
月
か
ら
始
ま
る
予
定
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
質
改
憲
は
着
々
と
進
め
ら

れ
て
い
る
。

９
条
と
緊
急
事
態
条
項
改
憲

「
安
保
３
文
書
」
の
具
体
化
を
進
め
れ
ば
、
自

衛
隊
と
憲
法
９
条
の
矛
盾
は
ま
す
ま
す
拡
大
す

る
。
だ
か
ら
、
そ
の
矛
盾
解
消
の
た
め
に
も
改
憲

を
狙
っ
て
い
る
の
だ
。自
民
党
と
維
新
の
会
の「
連

立
政
権
合
意
書
」
に
従
っ
て
、
９
条
と
緊
急
事
態

条
項
に
つ
い
て
の
条
文
起
草
協
議
会
を
昨
年
11
月

に
設
置
し
た
。

自
民
党
は
２
０
１
２
年
の
「
日
本
国
憲
法
改
正

草
案
」
で
、
全
面
的
な
集
団
的
自
衛
権
行
使
可
能

な
国
防
軍
の
設
置
と
、
緊
急
事
態
条
項
に
つ
い
て

の
独
立
し
た
章
を
創
設
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

の
改
憲
案
は
党
内
で
は
「
歴
史
的
文
書
」
と
し
て

「
棚
上
げ
」
状
態
に
し
て
お
り
、
２
０
１
８
年
に

自
衛
隊
明
記
や
緊
急
事
態
に
際
し
て
の
議
員
任
期

延
長
な
ど
の
４
項
目
改
憲
案
を
ま
と
め
た
。
そ
こ

で
、
高
市
首
相
も
こ
の
間
、
憲
法
へ
の
自
衛
隊
明

記
論
に
言
及
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
維
新
の
会
は
、
以
前
は
自
衛
隊
明
記
の

改
憲
の
立
場
で
あ
っ
た
が
、
昨
年
９
月
に
公
表
し

た
提
言
「
21
世
紀
の
国
防
構
想
と
憲
法
改
正
」
で
、

全
面
的
な
集
団
的
自
衛
権
行
使
可
能
な
国
防
軍
設

置
を
う
た
っ
た
。
高
市
首
相
も
従
来
は
２
０
１
２

年
自
民
党
改
憲
案
の
立
場
な
の
で
、
今
後
、
両
党

が
９
条
改
憲
案
に
つ
い
て
、
自
衛
隊
明
記
な
の
か

国
防
軍
設
置
な
の
か
検
討
し
て
い
く
の
で
あ
ろ

う
。一

方
、
緊
急
事
態
に
際
し
て
の
議
員
任
期
延
長

改
憲
案
に
つ
い
て
は
、
維
新
の
会
は
２
０
２
３
年

に
国
民
民
主
党
・
有
志
の
会
と
条
文
案
を
ま
と
め

た
。
９
条
改
憲
よ
り
こ
ち
ら
の
方
が
早
い
か
も
し

れ
な
い
。

改
憲
よ
り
は
憲
法
理
念
実
現
が
先

し
か
し
、
今
、
本
当
に
改
憲
が
必
要
な
の
か
。

９
条
改
憲
が
実
現
す
れ
ば
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と

一
緒
に
「
戦
争
す
る
国
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
国

連
憲
章
違
反
の
イ
ラ
ン
戦
争
を
す
る
ト
ラ
ン
プ
政

権
に
日
本
も
つ
い
て
い
く
の
か
。
任
期
の
異
な
る

二
院
制
を
取
っ
て
い
る
日
本
で
（
し
か
も
、
参
議
院

に
解
散
が
な
い
し
、
半
数
改
選
で
あ
り
、
参
議
院
の
緊
急

集
会
の
規
定
も
あ
る
の
に
）、
議
員
任
期
延
長
の
改
憲

は
本
当
に
必
要
な
の
か
。
改
憲
よ
り
、
ま
ず
は
今

あ
る
憲
法
理
念
の
実
現
が
先
で
は
な
い
の
か
。

安
倍
政
権
の
下
で
改
憲
勢
力
が
衆
参
両
院
で
３

分
の
２
以
上
を
占
め
た
時
も
、
憲
法
改
正
の
発
議

は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
改
憲
を
さ
せ
な
い

と
い
う
国
会
外
で
の
地
道
な
活
動
に
よ
っ
て
世
論

形
成
を
し
た
成
果
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
私
た

ち
は
自
信
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。

高
市
首
相
は
、２
月
20
日
の
施
政
方
針
演
説
で
、

「
ど
の
よ
う
な
国
を
創
り
上
げ
た
い
の
か
、
そ
の

理
想
の
姿
を
物
語
る
も
の
が
憲
法
で
す
」
と
言
っ

た
。
し
か
し
、
憲
法
は
国
家
権
力
を
縛
る
も
の
で

あ
り
、
国
の
理
想
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
。
憲

法
尊
重
擁
護
義
務
（
憲
法
99
条
）
が
あ
る
の
に
、
憲

法
無
視
が
は
な
は
だ
し
く
、
憲
法
に
無
知
な
高
市

首
相
に
は
、
早
く
首
相
の
座
を
退
い
て
も
ら
い
た

い
。
国
会
外
で
も
運
動
を
強
化
し
、
内
閣
支
持
率

を
下
げ
る
よ
う
な
運
動
を
作
っ
て
い
こ
う
。

（
し
み
ず
・
ま
さ
ひ
こ
／
日
本
体
育
大
学
教
授
・
憲
法
学
）


	



